
【記載例 20-２】電子特殊申請による請求の場合 

認証付特許仮実施権原簿謄本の交付請求書 

令和６年４月１日 

特許庁長官  殿 

１．特許出願番号 特願２０２１－４９９９９９ 

２．請求人 

    識別番号  ３０００００００１ 

    住所（居所）東京都千代田区霞が関３－３－３ 

    氏名（名称）特許株式会社 

    代表者   特許太郎  ※法人の場合は代表者名を記載 

    電話番号  ０３－３１２３－１２３４ 

    担当者   国際太郎   ※法人の場合は担当者名を記載 

（３．利害関係を有する事由） 

４．証明書の数  １通 

５．交付の方法  郵送  ※特許庁の窓口で受ける場合は「手交」と記載 

６．手数料の額 

７．添付書類の目録 

（１）（利害関係人であることを証明する書面  １通） 

（２） 

８．手数料の表示 

予納台帳番号 １２３４５６  ※支払方法に応じて項目を修正 

   納付金額   ３５０ 

  

送付票の筆頭物件名は「書類謄本の請求書」を選択してください。 
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〔記載方法〕 

１ 提出する日をできるだけ記載します。 

２ 「特許出願番号」には、「特願２０２１－４９９９９９」のように記載します。 

３ 一請求書で複数の特許仮実施権原簿の交付請求をしようとするときは、特許出願

番号の欄に、請求しようとする特許出願番号を全て記載します。 

４ 「請求人」の欄の「氏名（名称）」には、氏名を記載します（法人にあっては、名

称を記載し「氏名（名称）」の次に「代表者」の欄を設けてその代表者の氏名を記載

します。また「電話番号」の次に「担当者」の欄を設けてその担当者の氏名をなる

べく記載します）。「電話番号」の欄には、請求人の電話番号を記載します。 

５ 「利害関係を有する事由」は、交付を求める証明書が「平成２３年改正前特許法

第１８６条第３項ただし書の規定による証明書」の場合に限り、利害関係を有する

事由を「仮専用実施権者」「特許を受ける権利の差押債権者」「仮通常実施権者の破

産管財人」のように記載します。 

６ 「証明書の数」には、証明書の交付を請求する数を記載します。 

７ 「交付の方法」には、当該証明書の交付を特許庁の窓口で受ける場合は「手交」、

郵便で交付を受ける場合は「郵送」のように記載します。 

８ 「手数料の額」には、手数料を記載します。なお、手数料は１件又は１通につき

３５０円になります。 

９ 「手数料の表示」の欄は、以下の記載例を参考に記録します。 

   （予納の記載例） 

     手数料の表示 

      予納台帳番号 １２３４５６ 

      納付金額   ３５０ 

（口座振替の記載例） 

     手数料の表示 

      振替番号 １２３４５６７８ 

      納付金額 ３５０ 

（クレジットカードの記載例） 

     手数料の表示 

      指定立替納付 ３５０ 

（電子現金納付の記載例） 

     手数料の表示 
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納付番号 １２３４－５６７８－９０１２－３４５６ 

10 交付を求める者が平成２３年改正前特許法第１８６条第３項ただし書に規定する

利害関係を有する者であるときは、「添付書類の目録」に「利害関係人であることを証

明する書面」と記載し、当該書面を添付します。 

11 特許法施行規則第１０条の規定により証明書の提出を省略するときは、「添付書類

の目録」の欄に、当該証明書の書類名を記載し、その次に「援用の表示」の欄を設

けて、同条第１項の規定によるときは援用される当該証明書が提出される手続に係

る事件の表示を、同条第２項の規定によるときは援用される当該証明書が提出され

た手続に係る事件の表示を記載します。 

 


